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国道1号大津市瀬田地区において、
せ た

件 名 歩行者と自転車の通行空間を分離した自転車歩行者道

が3月29日(月)からご利用頂けます

近年、自転車事故は増加傾向にあり、特に歩行者と自

転車の事故はこの10年間で約4.5倍に増加しています。

そこで、自転車・歩行者が安全に安心して通行できる

環境に見直していくため、平成20年1月17日に今後の自

転車通行環境整備の模範となるモデル地区として国道1

号大津市瀬田地区が指定されました。
せ た

滋賀国道事務所では、警察や滋賀県とも連携して平成

概 要 21年度より､本モデル地区の一部（瀬田駅口～大萱1丁目
せ た お お が や

西交差点:L=約300m）について、自転車と歩行者が分離

された自転車歩行者道の整備に着手しました。

このたび、当該工事が完了し、平成22年3月29日(月)

から工事区間全線(L=約300m)をご利用頂けますので、お

知らせいたします。

なお、今回整備が完了した区間において、今後利用者

等を対象としたアンケート調査を行う予定です。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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国道1号大津市瀬田地区において、歩行者と自転車の
せ た

通行空間を分離した自転車歩行者道が3月29日(月)から

ご利用頂けます

近年、自転車事故は増加傾向にあり、特に歩行者と自転車の事故はこの10年

間で約4.5倍に増加しています。

そこで、自転車・歩行者が安全に安心して通行できる環境に見直していくた

め、平成20年1月17日に今後の自転車通行環境整備の模範となるモデル地区と

して国道1号大津市瀬田地区(L=約1.2km)が指定されました。
せ た

この地区は、周辺部において教育施設や商業施設が多数立地しており、自転

車利用者が増加しているため、通勤・通学時間帯には、歩行者と自転車が錯綜

し、歩行者や自転車が安心して通行できる状況にありませんでした。

滋賀国道事務所では、警察や滋賀県とも連携して平成21年度より、本モデル

地区の一部(瀬田駅口交差点～大萱1丁目西交差点：L=約300m）について、自転
せ た お お が や

車と歩行者が分離された自転車歩行者道の整備に着手しました。

このたび、当該工事が完了し、平成22年3月29日(月)から工事区間全線(L=約

300m)をご利用頂けますので、お知らせいたします。

なお、今回整備が完了した区間については、今後利用者等を対象としたアン

ケート調査を行う予定です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

整備完了箇所



歩行者と自転車の通行空間を分離した

自転車歩行者道が整備されました

この地区は、周辺部において教育施設や商業施設が多数立地しており、自

転車利用者が増加しているため、通勤・通学時間帯には、歩行者と自転車が

錯綜し、歩行者や自転車が安心して通行できる状況にありませんでした。

－整備前の状況－

・歩行者と自転車が入り交

じっており、利用者であ

ふれている。

・自転車が並進したり歩道の

車道寄りを走行していない

等自転車利用の交通ルール

が守られていない。

歩行者と自転車の通行位置が明示され、歩行者と自転車の通行空間を分離

した自転車歩行者道が整備されます。

－整備後の状況－

・現行の自転車歩行者道を

利用し、自転車と歩行者

の通行位置を明示するこ

とで、両者の接触を回避

し安心・安全な通行が可

能。

整 備 後

整 備 前


